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１

ペ
ー
ジ

秋
田
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の

秋
田
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り

告
　
示

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
三
八
三
・
福

祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
三
八
四
・
福
祉
政
策
課
）
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
変
更
（
三
八
五
・
福
祉
政
策

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示

す
る
。平

成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
三
八
六
、
三
八
七
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
の
認
可
（
三
八
八
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
２

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
（
三
八
九
・
山
本
地
域
振
興

局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支
援

室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
新
た
な
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可
（
仙
北
地
域

振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
会
計
管
財

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
総
務
事
務
セ
ン
タ

ー
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
警
察
本
部
警
務

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

教
育
委
員
会
告
示

◯
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
一
三
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
６

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

秋
田
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

告
　
　
　
　
　
　
示

黒
澤
医
院

大
仙
市
刈
和
野
字
清
光
院
後
二
十
四
番
一

平
成
十
九
年
四
月
二
十
一
日

医
療
法
人
黒
澤
医
院
　
理
事
長

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

廃

止

年

月

日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

黒
澤
医
院

チ
ダ
薬
局
ア
マ
ノ
店

大
仙
市
刈
和
野
字
清
光
院
後
二
十
四
―
一

男
鹿
市
船
越
字
内
子
百
五
十
六
　
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ア
マ
ノ
男

鹿
店
内

内
科
、
泌
尿
器
科
、
産
科
、

婦
人
科

調
剤
薬
局

平
成
十
九
年
四
月
二
十
四
日

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

医
療
法
人
黒
澤
医
院
　
理
事
長

有
限
会
社
チ
ダ
薬
局
　
代
表
取
締
役

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指

定

年

月

日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称
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２

秋
田
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
九
年
八
月
一
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
八
月
十
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の

で
、
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

横
手
駅
東
口
第
一
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二
　
施
行
地
区

横
手
市
駅
前
町
八
百
二
十
五
番
か
ら
八
百
五
十
八
番
ま
で
、
八
百
六
十

番
、
八
百
九
十
六
番
の
一
部
、
八
百
九
十
七
番
の
一
部
、
八
百
九
十
九
番
、

九
百
番
の
一
部
、
九
百
一
番
及
び
九
百
十
七
番
の
一
部
、
寿
町
三
百
一
番

の
一
部
、
三
百
二
番
の
一
部
、
三
百
四
番
の
一
部
、
三
百
五
番
、
五
百
十

八
番
及
び
百
九
十
五
番
地
先
、
前
郷
一
番
町
八
百
九
番
の
一
部
並
び
に
前

郷
二
番
町
八
百
六
十
六
番
の
一
部

三
　
事
務
所
の
所
在
地

横
手
市
駅
前
町
三
番
十
三
号

四
　
設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

五
　
事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
　
公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
。

七
　
事
業
施
行
予
定
期
間

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建

築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
十
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

な
の
花
薬
局

ト
マ
ト
薬
局

株
式
会
社
ハ
イ
レ
ン
メ
デ
ィ
カ
ル

代
表
取
締
役

株
式
会
社
ハ
イ
レ
ン
メ
デ
ィ
カ
ル

代
表
取
締
役

大
館
市
御
成
町
三
丁
目
二
―
五

大
館
市
比
内
町
扇
田
字
山
崎
四
十
六
―
五

平
成
十
九
年
六
月
一
日

平
成
十
九
年
六
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
地

ハ
イ
レ
ン
薬
局
　
大
館
店

ハ
イ
レ
ン
薬
局
　
比
内
店

変
　
　
　
更
　
　
　
事
　
　
　
項

な
の
花
薬
局

ト
マ
ト
薬
局

変
　
　
更
　
　
後

変
　
　
更
　
　
前

変
　
更
　
年
　
月
　
日

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

角
館
長
野
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

仙
北
市
角
館
町
八
割
伊
勢
堂
四
九
番

四
か
ら
雷
一
番
一
一
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

角
館
長
野
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
仙
市
北
長
野
字
板
屋
八
五
番
二
地

先
か
ら
長
野
字
漆
原
一
三
四
番
地
先

ま
で

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
七
月
十
八
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

二
八
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
住
吉
町
一
番
十
二
号

有
限
会
社
能
代
興
産代

表
取
締
役
　
梅
　
田
　
味
　
伸

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

能
代
市
大
瀬
儘
下
五
十
九
番
２
の
内
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３

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
七
月
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
い
き
い
き
Ｆ
ネ
ッ
ト
秋
田

三
　
代
表
者
の
氏
名

伊
　
藤
　
　
　
満

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
県
秋
田
市
広
面
字
碇
八
十
四
番
地
五

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
充
分

に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
図
る
活
動
に

関
す
る
事
業
を
行
い
、
個
人
の
人
権
尊
重
の
も
と
、
誰
も
が
そ
の
人
ら
し

く
伸
び
や
か
に
生
き
ら
れ
、
豊
か
な
市
民
生
活
を
実
現
す
る
社
会
づ
く
り

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
東
雲
原
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及

び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。平

成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
向
能
代
字
ト
ト
メ
キ
百
四
十
八
番
地
　
　
　
　
　
平
澤
　
靖
夫

〃
　
　
真
壁
地
字
ト
ト
メ
キ
沢
四
百
九
十
三
番
地
　
　
　
渡
部
　
敏
夫

〃
　
　
落
合
字
落
合
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
渕
　
忠
則

〃
　
　
竹
生
字
竹
生
七
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
田
　
義
明

〃
　
　
比
八
田
字
十
二
ヶ
村
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
柴
田
　
　
誠

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
向
能
代
字
ト
ト
メ
キ
百
四
十
八
番
地
　
　
　
　
　
平
澤
　
靖
夫

〃
　
　
竹
生
字
竹
生
七
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
田
　
義
明

〃
　
　
比
八
田
字
十
二
ヶ
村
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
柴
田
　
　
誠

〃
　
　
磐
字
杉
沢
野
七
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萩
原
　
勝
則

〃
　
　
竹
生
字
笹
ノ
台
四
百
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
成
田
　
　
智

能
代
市
真
壁
地
字
ト
ト
メ
キ
沢
五
百
二
十
五
番
地
　
　
　
高
柳
　
金
男

〃
　
　
落
合
字
落
合
二
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村
　
　
豊

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
落
合
字
上
大
野
台
二
百
三
十
九
番
地
　
　
　
　
　
米
屋
　
正
志

〃
　
　
竹
生
字
笹
ノ
台
八
百
七
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
一
夫

〃
　
　
磐
字
杉
沢
野
七
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萩
原
　
勝
則

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
落
合
字
上
大
野
台
二
百
三
十
九
番
地
　
　
　
　
　
米
屋
　
正
志

〃
　
　
竹
生
字
笹
ノ
台
八
百
七
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
一
夫

〃
　
　
比
八
田
字
十
二
ヶ
村
二
百
六
十
番
地
　
　
　
　
　
薄
田
　
　
仁

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
美
郷
町
千
畑
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
新
た
な

土
地
改
良
事
業
（
外
川
原
地
区
県
単
小
規
模
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排

水
）
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
四
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
物
件
の
所
在
地
、
面
積
等

二
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
参
加
申
込
の
場
所
及
び
期
間

公
　
　
　
　
　
　
告

所
在
地

鹿
角
市
花
輪

字
下
中
島
八

一
番
二

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
鳥

屋
場
一
番
一

五
八

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
鳥

屋
場
一
番
一

六
五

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
元

浜
町
二
〇
九

面
　
積
（
g
）

九
〇
五
・
二
一

二
三
一
・
五
二

一
六
五
・
三
〇

五
四
四
・
四
八

予
定
価
格
（
円
）

入
札
保
証
金
（
円
）

三
四
、
七
三
〇
、

〇
〇
〇

三
、
五
〇
〇
、
〇

〇
〇

一
、
七
六
八
、
〇

〇
〇

一
八
〇
、
〇
〇
〇

一
、
四
五
一
、
〇

〇
〇

一
五
〇
、
〇
〇
〇

一
一
、
五
三
三
、

〇
〇
〇

一
、
一
六
〇
、
〇

地
目
等

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

番
号一二三四

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
元

浜
町
二
〇
九

番
一

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
元

浜
町
二
〇
九

番
二

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
元

浜
町
二
〇
九

番
三

南
秋
田
郡
五

城
目
町
馬
場

目
字
蓬
内
台

九
二
番
七

横
手
市
安
田

字
八
王
寺
九

九
番
七
三

横
手
市
安
田

字
八
王
寺
九

九
番
一
二
二

湯
沢
市
杉
沢

字
森
道
上
二

〇
四
番
三

雄
勝
郡
羽
後

町
田
代
字
梺

九
一
番
三

五
四
四
・
四
八

七
三
〇
・
二
四

五
四
四
・
四
九

二
七
六
・
五
九

三
一
三
・
七
五

三
一
三
・
七
五

四
一
一
・
七
四

二
八
六
・
二
一

一
一
、
五
三
三
、

〇
〇
〇

一
、
一
六
〇
、
〇

〇
〇

一
二
、
一
二
二
、

〇
〇
〇

一
、
二
二
〇
、
〇

〇
〇

一
一
、
九
六
八
、

〇
〇
〇

一
、
二
〇
〇
、
〇

〇
〇

八
三
五
、
〇
〇
〇

八
四
、
〇
〇
〇

五
、
四
二
八
、
〇

〇
〇

五
五
〇
、
〇
〇
〇

五
、
四
二
八
、
〇

〇
〇

五
五
〇
、
〇
〇
〇

五
、
三
五
〇
、
〇

〇
〇

五
四
〇
、
〇
〇
〇

八
五
〇
、
〇
〇
〇

八
五
、
〇
〇
〇

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

宅
　
地

四五六七八九十十
一番

　
号

一〜十
一

場
　
　
　
　
所

ヤ
フ
ー
株
式
会
社
の
提
供

す
る
公
有
財
産
売
却
シ
ス

テ
ム
（
以
下
「
公
有
財
産

売
却
シ
ス
テ
ム
」
と
い

期
　
　
　
　
間

平
成
十
九
年
八
月
一
日
（
水
）

一
三
時
か
ら
八
月
二
九
日

（
水
）
一
四
時
ま
で
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三
　
入
札
執
行
の
場
所
及
び
日
時

四
　
開
札
日
時

五
　
入
札
の
方
法

公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
価
格
を
登
録
す
る
。

な
お
、
こ
の
登
録
は
一
回
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

六
　
現
地
説
明
を
行
う
場
所
及
び
日
時

七
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般

競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
又
は
同
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
個
人
又
は
法
人
で
あ
る
こ
と
。

（二）

日
本
語
を
完
全
に
理
解
で
き
る
者
。

（三）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム
で
公
開
す
る
秋
田
県
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
有
財
産
売
却
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
ヤ
フ
ー
オ
ー
ク
シ

ョ
ン
に
関
連
す
る
規
約
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
承
諾
・
遵
守
す
る
者
。

（四）

公
有
財
産
の
買
受
に
つ
い
て
一
定
資
格
、
そ
の
他
の
条
件
を
必
要
と

す
る
場
合
で
こ
れ
ら
の
資
格
を
有
す
る
者
。

（五）

二
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
一
般
競
争
入
札
へ
の
申
込
み
を
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

八
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
申
し
込
み
等
に
関
す
る
事
項

（一）

仮
申
込
み

一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
有
財
産
売
却
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
参
加
の
仮
申
込
み
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
。

（二）

申
込
み
手
続
き

一
般
競
争
入
札
の
参
加
申
込
み
手
続
き
は
、

（一）
に
よ
り
参
加
の
申
込

み
手
続
き
を
完
了
し
た
後
、
二
で
掲
げ
た
期
日
ま
で
に
所
定
の
申
込
書

に
よ
り
秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財
課
に
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
申

し
込
む
も
の
と
す
る
。

な
お
、
申
込
み
に
当
た
っ
て
は
入
札
保
証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

九
　
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

（一）

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
一
に
定
め
る
額
の
入
札
保
証
金

を
指
定
さ
れ
た
方
法
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（二）

落
札
者
の
納
付
し
た
入
札
保
証
金
は
、
契
約
保
証
金
に
充
当
す
る
も

の
と
す
る
。

（三）

入
札
保
証
金
は
落
札
者
の
も
の
を
除
き
入
札
期
間
終
了
後
還
付
す
る
。

十
　
契
約
に
関
す
る
事
項

落
札
者
は
、
平
成
十
九
年
九
月
十
八
日
（
火
）
ま
で
に
契
約
締
結
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
一
　
売
払
代
金
の
納
入

契
約
を
締
結
し
た
者
は
、
当
該
契
約
締
結
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
当

該
契
約
に
係
る
売
払
代
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
二
　
入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

十
三
　
落
札
者
の
決
定
の
方
法

入
札
期
間
終
了
後
、
秋
田
県
は
開
札
を
行
い
、
売
却
区
分
（
公
有
財
産

売
却
の
財
産
の
出
品
区
分
）
ご
と
に
、
公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

入
札
に
お
い
て
、
入
札
価
格
が
予
定
価
格
（
最
低
落
札
価
格
）
以
上
で
か

つ
最
高
価
格
で
あ
る
入
札
者
を
落
札
者
と
し
て
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
入

札
価
格
が
最
高
価
格
で
あ
る
入
札
者
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
く
じ
で
落
札

者
を
決
定
す
る
。

十
四
　
そ
の
他

詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財
課
（
電
話
〇
一
八
―
八

六
〇
―
二
七
三
六
）
に
照
会
の
こ
と
。

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

胃
部
Ｘ
線
撮
影
装
置
　
一
式

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ

る
。

番
　
号

一〜十
一

場
　
　
　
　
所

ヤ
フ
ー
株
式
会
社
の
提
供

す
る
公
有
財
産
売
却
シ
ス

テ
ム
（
以
下
「
公
有
財
産

売
却
シ
ス
テ
ム
」
と
い

う
。
）
に
よ
る

期
　
　
　
　
間

平
成
一
九
年
八
月
一
日
（
水
）

午
後
一
時
か
ら
八
月
二
九
日

（
水
）
午
後
二
時
ま
で

番
　
号

一〜十
一

場
　
　
　
　
所

公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム

に
よ
る

期
　
　
　
　
間

平
成
一
九
年
九
月
五
日
（
水
）

午
後
一
時
か
ら
九
月
一
三
日

（
木
）
午
後
一
時
ま
で

番
　
号

一〜十
一

場
　
　
　
　
所

公
有
財
産
売
却
シ
ス
テ
ム

に
よ
る

日
　
　
　
　
時

平
成
一
九
年
九
月
一
三
日

（
木
）
午
後
一
時

番
　
号

一二三四

現
地
説
明
を
行
う
場
所

鹿
角
市
花
輪
字
下
中
島
八

一
番
二

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
鳥

屋
場
一
番
一
五
八

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
鳥

屋
場
一
番
一
六
五

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
元

浜
町
二
〇
九
番
一

現
地
説
明
を
行
う
日
時

平
成
一
九
年
八
月
二
〇
日（
月
）

午
後
一
時

平
成
一
九
年
八
月
二
一
日（
火
）

午
前
一
〇
時

平
成
一
九
年
八
月
二
一
日（
火
）

午
前
一
〇
時

平
成
一
九
年
八
月
二
一
日（
火
）

午
前
一
一
時

五六七八九十十
一

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
元

浜
町
二
〇
九
番
二

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
元

浜
町
二
〇
九
番
三

南
秋
田
郡
五
城
目
町
馬
場

目
字
蓬
内
台
九
二
番
七

横
手
市
安
田
字
八
王
寺
九

九
番
七
三

横
手
市
安
田
字
八
王
寺
九

九
番
一
二
二

湯
沢
市
杉
沢
字
森
道
上
二

〇
四
番
三

雄
勝
郡
羽
後
町
田
代
字
梺

九
一
番
三

平
成
一
九
年
八
月
二
一
日（
火
）

午
前
一
一
時

平
成
一
九
年
八
月
二
一
日（
火
）

午
前
一
一
時

平
成
一
九
年
八
月
二
一
日（
火
）

午
後
二
時

平
成
一
九
年
八
月
二
二
日（
水
）

午
前
一
〇
時

平
成
一
九
年
八
月
二
二
日（
水
）

午
前
一
〇
時

平
成
一
九
年
八
月
二
二
日（
水
）

午
前
一
一
時
三
〇
分

平
成
一
九
年
八
月
二
二
日（
水
）

午
後
二
時

～～～
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（三）

納
入
期
限

平
成
十
九
年
十
二
月
十
七
日
（
月
）

（四）

納
入
場
所

財
団
法
人
秋
田
県
総
合
保
健
事
業
団

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い

こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る

資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

入
札
書
に
よ
り
入
札
に
参
加
す
る
場
合
は
、
当
該
調
達
契
約
に
係

る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（４）

秋
田
県
物
品
等
調
達
支
払
管
理
シ
ス
テ
ム
（
電
子
情
報
処
理
組
織

（
物
品
等
の
調
達
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
の
も
の
に
限

る
。
）
を
使
用
し
て
知
事
が
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
必
要
事
項
を
記
録
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
調
達
シ

ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
入
札
に
参
加
す
る
場
合
は
、
電
子
署

名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務

省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
電
子
証
明
書
の
発
行
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
調
達
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
を
希

望
す
る
も
の
は
、
秋
田
県
電
子
業
者
登
録
シ
ス
テ
ム
（
電
子
情
報
処
理

組
織
（
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
知
事
が
指
定
す
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
必
要
事
項
を
記
録
す
る
も
の
を
い

う
。
）
に
よ
り
平
成
十
九
年
八
月
二
十
七
日
（
月
）
ま
で
に
申
請
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
方
法
に

代
え
て
、
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
書
を
提
出
し
て
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並

び
に
問
合
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇

―
二
七
四
三
）

（二）

調
達
シ
ス
テ
ム
（h

ttp
://w

w
w
.ite

m
su

p
p
ly

.p
re

f.a
k
ita

.lg
.jp

/e
p
s/p

u
b
lic

/p
u
b
T
o
p
.d
o
?m

e
th

o
d
N
a
m
e
=in

itD
isp

la
y

）
に
よ

り
契
約
条
項
を
表
示
し
、
並
び
に
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
係
る
電

磁
的
記
録
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（三）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
七

月
三
十
一
日
（
火
）
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
十
日
（
月
）
ま
で
の
期
間
、

（一）
の
場
所
に
お
い
て
随
時
交
付
す
る
。

（四）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
法

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日
（
火
）
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
十
日

（
月
）
ま
で
の
期
間
、
調
達
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日
（
金
）
午
後
一
時
三
十
分

秋
田
県
出
納
局
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
、
又
は
入
札
に
係

る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と

す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業

者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
し
、
又
は

入
札
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入

札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入

札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ
れ
、
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
こ
れ
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
る
。

七
　
概
要

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
　
二
千
四
十
台

（二）

借
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

契
約
期
間

平
成
十
九
年
十
月
一
日
（
月
）
か
ら
平
成
二
十
四
年
九
月
三
十
日

（
日
）
ま
で

（四）

借
入
物
品
の
設
置
場
所

別
途
指
定
す
る
場
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

（二）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並

び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
〇
九
五
一
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
五
号

秋
田
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
三
―

一
一
一
一
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
七

月
三
十
一
日
（
火
）
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
九
日
（
木
）
ま
で
の
期
間
、
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（一）
の
場
所
に
お
い
て
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
九
年
八
月
十
日
（
金
）
午
後
二
時

秋
田
県
警
察
本
部
第
二
庁
舎
一
階
　
聴
聞
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札

書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入

札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入

札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
　
太
　
田
　
宥
　
子

一
　
日
時
　
平
成
十
九
年
八
月
二
日
　
午
後
二
時

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

三
　
案
件

（一）

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（二）

平
成
二
十
年
度
秋
田
県
立
高
等
学
校
教
科
用
図
書
の
採
択

（三）

平
成
二
十
年
度
秋
田
県
特
別
支
援
学
校
教
科
用
図
書
の
採
択

（四）

そ
の
他

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
出
納
局
の
項
中
「
局
長
」
を
「
会
計
管
理
者
　
局
長
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部

事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
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